














要約:兵庫県下での現行の 3歳児視覚健診の平成 5年度分の調査結果は、おおむね平成 3・

4年度分の結果と同じ傾向であった。

平成 5年度から 6年度にかけて、乳幼児健診マニュアルを県として作成することとなり、

眼科として変更・改善が必要と考えられた点について善処した結果、可能な保健所から 3

歳 6カ月での健診、視力表もできる限りランドルト環を用いることとし、問診票の項目の

改善も行なえたが、未受診者の呼び出しや精密健診の際の健診票の改善などについては、

残念ながら対処できなかった。

前年度も報告したが、神戸大学附属病院眼科に継続受診している患児で 3歳児健診で検出

された異常者と、それ以前からの受診者を対象に、疾患の特徴などを解析し、3 歳児健診

で検出される群では、この健診での目標である斜視・弱視・屈折異常がその大部分を占め、

現行のままでも目的は達していると考えられた。

次に、3 歳児健診では検出されず、就学時健診で初めて検出された不同視弱視と屈折弱視

の症例各 1例について紹介したが、比較的軽度の弱視では、3歳児眼科健診を現行の通り、

簡易絵視力表による視力と問診票だけから行なった場合、検出もれが生じることが明らか

で、眼科健診時に、屈折状態の確認を導入する必要性があることを痛感した。


